
福岡県債権回収業務委託仕様書 

 

 本書は、福岡県が実施する未収金回収業務委託について、仕様を定めるものであり、

以下本文中「福岡県」を甲、「受託者」を乙という。 

 

Ⅰ 委託する業務 

 

１ 債権管理回収業務 

（１）甲が乙へ委託する債権は，次に掲げる債権とする。 

  ①福岡県母子父子寡婦福祉資金貸付金 

    ひとり親家庭及び寡婦の経済的自立と生活意欲の助長を図り、併せて扶養

している児童の福祉の増進を図ることを目的として行った各種貸付金。 

・所管課：福岡県福祉労働部こども未来課 

・対象者：最終償還日から、２年以上経過した者 

・委託対象滞納債権数：２１８件 

・委託対象総額：６９，８９０千円 

 

  ②福岡県営住宅退去者滞納家賃 

    県営住宅家賃を滞納したまま退去した者の滞納家賃 

    ・所管課：福岡県建築都市部県営住宅課 

    ・対象者：県営住宅家賃を滞納したまま退去した者 

    ・委託対象滞納債権数：２８５世帯 

    ・委託対象金額：１１０，８３１千円 

 

  ※記載している金額及び件数は、現時点のものであり、詳細は各債権所管課と

の協議において決定する。 

 

（２）乙が実施する主な業務は，次のとおりとする。 

①文書・電話による催告及び交渉 

②集金業務 

③連絡先不明の債務者の調査 

④訪問調査（居住確認調査） 

⑤債務者ごとの回収方針の策定 

⑥債務者の経済状況を考慮した新たな償還計画の作成支援 

 ※計画の策定にあたっては、各債権所管課と協議し、承認を受けること 

⑦滞納者との納付相談 



⑧法的手続の実施（甲からの指示があった場合） 

なお、（１）に記した各債権所管課との契約締結の協議において、業務内容

を一部変更する場合がある。 

 

２ 未収金回収にかかる報告業務 

   乙は、甲に対し各月の回収結果を報告する。また、甲の要請により、債務者の

個別状況を報告する。 

 

３ 収納した未収金の甲への払込業務 

    乙は、当月回収した金銭を支払期日までに、甲が発行する現金払込書により納 

付する。なお、期日は、１－（１）に記した各債権所管課との契約協議時に指定

することとする。 

 

４ 甲への助言業務 

  具体的な業務内容は、以下のとおりとする。 

   ①甲への定期訪問 

   ②債権回収結果の報告 

   ③受託債権について今後の見通し報告 

   ④異業種の回収スキーム紹介及び業界に関する情報提供 

 

 

Ⅱ その他 

 

１ 業務従事者の配置  

   乙は、本業務委託の実施にあたり、必要十分な専門知識と経験を有する者を業務

従事者として配置すること。 

 

２ 窓口担当者の届出 

   乙は、本業務委託の実施にあたり、甲との連絡窓口となる担当者を配置すること。   

連絡窓口担当者は，本業務にかかる従事者、進捗状況、問題点などを常に把握し、

甲から業務の実施状況等の問い合わせがあったときには，速やかに返答を行うこと。 

 

３ 委託対象債権にかかる収納情報の通知 

甲は、過去に甲が発行した納付書により収納があった場合は、速やかに乙に通知 

するものとする。 

 



４ 留意すべき事項 

 （１）守秘義務 

     業務に関して知り得た一切の情報について、第三者に開示漏えいしてはなら

ない。 

 （２）再委託の原則禁止 

     業務の実施にあたり、書面による県の承諾がある場合を除き、再委託は認め

ない。 

 （３）苦情処理 

     委託業務に関する苦情は、受託者において対応する。 

 （４）法令遵守 

     受託者として良識ある行動と善良なる態度で業務を実施するとともに、債権

回収業に関する特別措置法、弁護士法、貸金業法、県条例等を遵守すること。 

 （５）安全確保及び損害賠償 

     受託者は安全の確保に万全を期すること。 

    業務の実施にあたり、受託者が損害を受けても、県は保証しないこと。 

    受託者は、県、債務者又は第三者に損害を与えないよう注意すること。 

    受託者の故意又は過失により県、債務者又は第三者に損害を与えた場合は、

直ちに県に報告するとともに、受託者がその損害を賠償すること。 

 （６）書類の保管 

     法令に基づき、関係書類の整理に努め、適切に保管すること。 

 （７）検査 

     県は委託業務の履行状況を確認するため、いつでも立入検査を行うことがで

きる。 

     県は、委託業務終了後速やかに完了検査を実施する。 

 （８）契約解除の条件 

     県、受託者いずれにも契約解除権を設定する。その要件については、１－（１）

に記した各債権所管課との契約協議時に、契約書上に定めることとする。 

    （予算の減額又は削除による場合など） 


